
第１２回 地方法人課税のあり方等に関する検討会 
議事次第 

 
平 成 ２５年 ９月 ３日 （火 ） 

    １ ３ ： ３ ０ ～ １ ５ ： ３ ０           
合同庁舎２号館７階 省議室  

 

１ 開会 

２ 議事 

  ・ 全国知事会「地方税制における税源偏在の是正方策の

方向性について（案）」について 

  ・ 論点の整理について 

３ 閉会 

 

配布資料 

（資料１）第１０回検討会議事概要 

（資料２）第１１回検討会議事概要 

（資料３）全国知事会「地方税制における税源偏在の是正方策の方向

性について（案）」 

（資料４）論点の整理（案） 

（参考資料）税収等（県・市町村分）都道府県別比較グラフ・第 11 回検討

会提出資料からの変更点 



 資料１  
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第１０回地方法人課税のあり方等に関する検討会議事概要 

 

 

１ 日 時 平成２５年７月３０日（火） １５時～１７時 

 

２ 場 所 総務省７階省議室 

 

３ 出席者 神野会長、鎌田委員、熊野委員、小山委員、中村委員、小西委員、 

関口委員、辻委員、中里委員、沼尾委員、吉村委員、田委員 

 

４ 議事次第 

 １ 開会 

 ２ 議事 

（１）地方消費税の清算基準について 

（２）論点の整理について 

 ３ 閉会 

 

５ 議事の経過 

 ○ 事務局より資料に基づき、（１）及び（２）について説明を行い、その後

質疑及び自由討議が行われた。 

   今回、次回の検討会において論点をまとめる予定。 

 

（事務局より資料１についての説明） 

 

（以下、資料１について質疑及び自由討議） 

○ 法人事業税の分割基準と消費税の清算基準は、それぞれ事業税は事業活動、

地方消費税は消費額を基準としており、税の性格が異なる以上、分割の考え

方も異なることを確認できた。 

 

（事務局より資料２、３についての説明） 

 

（以下、資料２，３について質疑及び自由討議） 

※今回は、Ⅰ「税源の偏在性について」を中心とした。 

○ 一人あたりの基準財政需要額の表について、税収等で埼玉県と島根県で差

が２倍である要因は何か。 
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○ まず、埼玉県と島根県では面積の差があり、その分道路延長など島根県は

割高になる。また、埼玉県は海がなく、島根県は漁港などの需要があり、そ

の違いもある。人口密度が低く、点在しており、その分行政コスト割高であ

ると考えられる。 

 

○ 行政の効率性ということは理解できるが、港湾整備などだけで２.５倍も

開きがあるとは理解しがたい。愛知、愛知、神奈川、東京などの大都市の方

が一人あたりの基準財政需要額が低いのは行政の効率性以外何があるか疑

問。昼間流入人口算定について具体的にどういった数字を使っているのか。 

 

○ 算定技術にわたる話になるが、まず都市的形態の高低で分類するが、その

高低を測る際にどれくらい昼間流入人口があるのかを要素の一つとして、都

市化の程度を分類する。その分類に応じて都市的需要が決算ベースにどれく

らいあるのか算定していくのであるが、昼間流入人口分でどれくらいという

取り方はしていない。（事務局） 

 

○ 一般的に夜間人口で割っている。埼玉の場合は、企業活動に比して夜間人

口が非常に多いため、需要に対して割る分が大きくなる。 

 

○ 税源の偏在について何を以て比較するか。一人あたりの基準財政需要額と

いうのはミスリーディングであり、留保財源＋財源超過額を中心に説明して

いかざるを得ない。基準財政需要額を超える部分は、偏在の尺度ではあるが、

余裕を表してはいないというエクスキューズがなければ、議論になる前に多

方面から反発を受ける。ただし、留保財源＋財源超過額を使うとしても、人

口で割ると昼間人口の少ない埼玉県などは不利になるため、標準財政規模で

割ることとしてはどうか。 

  臨時財政対策債について、最近は不交付団体に発行額を割り当てないよう

な算定に変えてきているが、その取扱が割落としの前後でどう利いてくるか

よくわからない。 

是正方策について、特別税は導入時法人事業税のみ対象。都道府県と市町

村税の法人税割については積極的にというよりはとりあえず事業税でとい

うような経緯があったと思うが、今回は法人税割も含めて検討すべき。次回

その点を議論するために市町村民税法人割についてのデータも提供してほ

しい。 

また、地方税制と地方交付税・地方譲与税の役割分担という議論をしてい

くべき。それぞれの役割に応じて有効に配分するという議論を立てていかざ

るを得ない。 

 

○ 市町村の法人住民税の法人税割も含めたデータについては次回準備する。 
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臨時財政対策債の発行可能額について、過去に遡って振替前の数字で合わ

せたが、見方に工夫が必要かというご指摘か。（事務局） 

 

○ 臨時財政対策債の振替前後のどちらが偏在の実態を表しているのか自分

自身整理できておらず、確認したい。 

 

○ 結論からすれば、振替前が妥当と思う。臨時財政対策債なかりせばの基準

財政需要額をベースに、統一的に見ることができる。（事務局） 

 

○ 不交付団体が臨時財政対策債発行可能額を割り当てられていても実際は

発行しないでやっていたので、財源超過額は出ていたのではないかという見

方もないわけではない。ただし、過去に現在と同じ臨時財政対策債の発行可

能額の配分であった場合にどうであったかの資料の作成は困難。（事務局） 

 

○ 地方法人課税とそれに関連する制度のあり方について、最終的にどの範囲

まで見直して制度に落とし込むのか線引きをする必要があるのではないか。 

  自治体が提供する行政サービスの大きさについて、基準財政需要額はナシ

ョナルミニマムに対する需要を測っていて、それを超える部分は裁量的なも

のととらえられることがあるが、現実には地財対策で交付税の総額が決まり、

地方税収の見通しをもとに、そこから留保財源を除いたものが基準財政収入

となって、その総額に合うように後から基準財政需要をつくっている。この

点からすると、基準財政需要額より、留保財源と財源超過額で議論するほう

が適当ではないか。ただし、留保財源と財源超過額について、これを財源の

「余裕」とみるかは立場によって異なるだろう。 

地方全体の財源として活用できる理屈があれば、「余裕」かどうかはとも

かくこの分を共同税のようなイメージで使っていくことはあり得よう。 

 

○ 「地方法人課税のあり方等」の「等」について制限はないが、本検討会は

地方法人課税のあり方に焦点を当てているということは共通認識であると

思う。したがって、地方法人課税のあり方と関連する限りにおいて、必要で

あれば、議論することとして進める。 

 

○ 論点整理を見ると相反する意見があり、課題の難しさの表れだと思うが、

幅広く議論するほうがいいし、その点は評価できる。 

偏在性も見方が多数あるが、形はどうあれ、偏在性があり、それを何らか

の形で是正することが大筋である。ただし、税で偏在を是正することが当然

となっていることについては疑問を感じる。本来であれば、地方交付税が十

分であれば問題にならない。海外においても水平的な財政調整は苦労してい

える。 
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○ 税が何を引き受けるのかという議論をもう少しするべき。緊急避難的な対

応で税が調整の役割を担うのか、それとも新しい調整の仕組みをつくるのか

はどこかで整理する必要がある。 

 

○ 偏在性の問題について、バブルの頃は交付税原資が多くあり、問題になら

なった。総額で財源が確保できない中、それを余裕とするかはわからないが、

留保財源分についてもセットで議論するべき。その際、指標は一人あたり税

収額ではなく、一人あたりの一般財源や財政力支出の差で見るべきという議

論もある。 

偏在度をジニ係数で出しているが理由はあるのか。 

 

○ ジニ係数と変動係数は同じような動きをしており、データとしてわかりや

すく、処理しやすいため使っている。（事務局） 

 

 ○ 都道府県税としての法人二税が主だが、次回以降も固定資産税や社会保

険料の法人負担などには踏み込まないのか。 

  

○ 法人課税は一般的に法人所得課税を指すのが共通のコンセンサス。住民税

は対象となるが、他税目まで議論は広げない。 

 

○ 絶対的な基準がない中での議論になると考えると、複数の基準で考えてい

くのが妥当。留保財源と財源超過額に標準財政規模を組み合わせて比較する

ことも必要。トータルとして税と財政調整の組み合わせを出して、法人課税

をどう位置づけるのかという議論になるのが一番望ましいのではないか。 

 

○ 水平調整については、とられる側の住民も含めてどのように納得する説明

ができるのか、整理すると足りないと感じる。 

 

○ 歳入レベルか需要レベル（歳入歳出両方）で考えるかで是正の定義が変わ

る。交付税制度のない世界においては、歳入で偏在を比較するとなると、人

で割返すしか基準がないと思う。日本のように交付税制度がある場合は、需

要も考えると、理論的には留保財源＋財源超過額が一種の偏在性を参酌でき

る水準であると考える。 

不交付団体からすれば、基準財政需要額が交付団体よりも不利に算定され

ているという不交付団体からの主張を検討した上で歳入のみで考えれば地

方税の一人あたりの額で、歳出歳入を考えれば留保財源＋財源超過額で考え

るのが公平であると思う。 
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○ 本来是正すべきは財政力の格差であり、歳入と同時に歳出についても考え

なければならず、そういう意味で交付税制度についても併せて考えざるを得

ない。また、財源超過額まで含めて議論するのであれば、交付税の算定まで

踏み込んで議論すべき。税だけでなく、一般財源ベース、さらに国庫支出金

も含めて財政全体で考えていくべき。 

 

○ 水平調整は、簡単に議論や意見として出るが、それについては慎重な考え

方に立って提示していくべき。 

 

○ 留保財源＋財源超過額というのはそもそも地方交付税の算定を前提にし

ているため、一人あたり税収や財源で割るのではなく、標準財政規模で割る

のでなければ理屈が通らない。その上で留保財源は余裕財源と思われがちだ

が、そうではない。検討会としても共通理解を持たないと１つの答えになら

ない。 

 

○ 留保財源＋財源超過額を標準財政規模で割った資料については、次回提出

する。参考資料において税収等の基準財政需要額に対する比率で出しており、

分母が基準財政需要で分子が留保財源＋財源超過額という構成。標準財政規

模にすれば分母に基準財政需要に標準税収入額を足した額になり、分母にも

税収が多いことを加味した数字になるため、各団体における必要な一般財源

のあるレベルを平等に見ていると言えばこれも一つの数字だとお考えいた

だきたい。（事務局） 

 

○ 税源の偏在性に関わらず、財政力格差などを議論するのは、あくまで法人

課税のあり方にかかわって議論していることが重要。事実上議論している地

方法人特別課税が作られた際の根拠、目的が税源の偏在性や財政力格差に置

かれていたので、避けては通れない問題となっている。これから考えていく

地方法人課税のあり方と関わっていくことを念頭に置きながら、まとめてい

かざるを得ないと思っている。 

 

 

以上  



 資料２  
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第１１回地方法人課税のあり方等に関する検討会議事概要 

 

 

１ 日 時 平成２５年８月８日（木） １３時３０分～１５時３０分 

 

２ 場 所 総務省７階省議室 

 

３ 出席者 神野会長、鎌田委員、熊野委員、小山委員、中村委員、小西委員、 

関口委員、辻委員、林委員、吉村委員、田委員 

 

４ 議事次第 

 １ 開会 

 ２ 議事 

論点の整理について 

 ３ 閉会 

 

５ 議事の経過 

 ○ 事務局より資料について説明を行い、その後質疑及び自由討議が行われ

た。 

 

（事務局より参考資料４についての説明） 

 

（以下、参考資料４等について質疑及び自由討議） 

○ 平成２０年に地方法人特別税が導入された際は、事業税に限って偏在是正

措置を行ったが、法人住民税の法人税割の調整は必要なかったという積極的

な判断ではなく、場合によっては法人税割でも調整することもあり得たとい

う経緯があった。今回の見直しは、当然根っこの部分に戻って市町村税の法

人税割の部分を含めて議論するべきであると思う。 

ただし、市町村税の偏在は、法人税割だけでなく、固定資産税、特に償却

資産税においてもあり得るが、固定資産税は極めて地方税原則にかなう税と

いうこともあるので今回、固定資産税を含めて議論するのかは大きな論点。 

法人税割について、事業税として同じ延長線上にあると整理でき、また地

方は一種の共同体であり、その中で税源をいかに共有するかということから

考えると、法人税割も議論に含める必要があると思うが、関係者が増えるこ

とから覚悟してかからないといけない議論。 

 

○ 地方税計、歳出総額の数字は、道府県分と市町村分の合計だということだ
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が、重複控除がなされた後の数字なのか。 

 

○ 決算統計上、都道府県分と市町村分を別に出しており、合計した場合は、

単純合計で算出している。一般財源についても双方に計上しており、県・市

町村で合計する際は、双方控除する必要がある。精査したものを次回提出す

る。（事務局） 

 

○ 東京都は都区財調で８千億円の調整交付金があるため、数字が変わってく

ると思うがどうか。 

 

○ 都区財調は制度上１本なので、合計分は重複していない。（事務局） 

 

○ 偏在や格差はいろいろな尺度があり、どれを採用しても価値判断と切り離

せない。そうであるからこそいろいろな方面で検討が必要。どれが適正か判

断は難しいため、広く検討することが重要。 

 

○ 税収を見ればいいという話もあったが、法人移管する地域の担税力として

多くの人が同意できる指標はないのか。 

 

○ 税収と課税標準の違いは超過課税と徴収率のみであり、徴収率はほぼ９

９％なので税収そのものが課税標準という状況である。 

  法人税の所得の分布を見るとしても、法人は本店所在地で所得を出してお

り、あまり意味をなさないと思う。事業税も分割基準を出しているが、それ

がすべて法人の活動を示しているわけではない。（事務局） 

 

○ 資本金や均等割は税率が異なり、単にタックスベースとして計算された所

得の集計値と税収は、地域の資本金の分布などによって違ってくるのではな

いか。累進課税を採っている個人所得課税も所得の分布によって税収が変わ

っており、法人はどうなっているのかという疑問がある。 

 

○ 個人住民税については、そのような議論があるが、非課税世帯の所得が不

明であり、限定的なデータしか出ない。 

法人所得については本店所在地ですべて計上されるため、地域分布を見る

ことができず、また法人所得がどこで発生したか自体争いがあり、分割基準

の議論が行われている。（事務局） 

 

○ 歳出総額や一般財源に関しての最大最小は、人口１人当たりで割返しても、

基準財政需要額で割返してもそれほど大差がないが、地方税の計と留保財源

＋財源超過額については、人口１人当たりと基準財政需要額との割返しにか
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なり差があるが何か影響しているのか。 

 

○ 基準財政需要額は、人口が多くなると規模の利益が働くということがあり、

人口の多いところは基準財政需要額が小さくなるという結果。（事務局） 

 

○ 参考資料４の税収の低い団体について、東日本大震災の被災団体が入って

いるが、我々が知りたいことではないのでこれを除外したらものを出してほ

しい。 

 

 

（以下、資料２ Ⅱ「税制における是正方策と地方法人課税のあり方について」

について質疑及び自由討議） 

 

○ 法人税の担税力に相当するものをどのように地域に割り振るか、ちゃんと

した方策がないのであれば、法人税が地方税としてふさわしいのか、また、

地方税として認めるにしても一地域から特定の課税標準に従って取り上げ

ることがふさわしいのかという論点も出てくる。 

清算基準にも関係するが、複数の地域に渡って活動している法人の所得を

どう地域間に割り振るか、整理する必要がある。法人の所得、利潤を地域間

で割っているのかも今後整理していくべき。 

 

○ アメリカなどにおいては、各州が勝手に割り当てを決めている。そのため

調査は出来合いのものがないと厳しいのではないか。 

 

○ 第２回の資料５で分割基準のついての基本的な考え方を示している。ほと

んどの国は法人所得課税の際に国で分割するという制度を採っておらず、分

割基準の議論には諸外国との比較の話が出てこなかった。（事務局） 

 

○ 例えば、すでに廃止されているが、フランスはなるべく分割基準を必要と

しないように外形でかけるという工夫をしていたり、ドイツでは、そもそも

共同税でかけて、その配分のルールは別途あり、アメリカにおいては、各州

が決めている。 

 

○ ＥＵにおいてＣＣＣＴＢという域内において広域に活動している企業に

対して、各国で課税ベースを共通化した上で税源を配分しようという議論が

ある。売上、労働、資産でそれぞれウエートづけを全て同じにして課税ベー

スを分割して各国で課税する。 

 

 ○ 地域に存在する経済活動の規模があり、それに応じて税収が支払われる
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というイメージをもっている。一企業の活動が複数の地域に跨がっている

場合に、その企業の経済活動の総体をどうにかして地域に割り振って地域

ごとに収計したものが法人税の元になるリソースと考える。そのリソース

をどのように地域ごとに計算し、割り振るのかが問題になっているが、今

までの資料が果たして、それを適当に表しているのかは疑問。そもそもそ

のような地域間の割り振りが困難であるのであれば、法人二税を、特定の

地域の税源としてみなすのではなく、地方全体の税として扱うべきという

議論も可能と思う。 

  

○ 初期の段階において提起された企業の活動量をどのように把握するのか、

利益等に課税するのか、客体をどう設定するのかということには根拠が関わ

ってくる。地域間の割り振りの問題は、マスグレイヴの組織財政論でも触れ

ている国際課税論、すなわち国際的にどうやって課税していくかという問題

とアナロジーで論じられる問題。 

 

○ 地域の財政力をどのように測るかという問題にも関係すると思う。 

 

○ 法人課税が地方税としてふさわしくないという論点があるが、ならば現実

的に税源交換できるかといえば相当無理な話であり、偏在是正は法人課税で

やるしかないと思う。その際懸念があるのは、他の地方税においても偏在が

あるが、それを法人課税で是正しようとしても１００％できないので、さら

に住民税や固定資産税で是正しようという論理に結びつかないように歯止

めをかける準備をする必要がある。 

また、法人課税で偏在是正する場合に、分割基準や清算基準の問題がある

が、その問題もトータルで考える必要がある。 

 

○ 清算基準や分割基準は、偏在是正ではなく、税の公平な配分という観点で

あるべき姿かという議論があり、それ以上のものであってはならない。偏在

是正のために分割基準や清算基準を見直そうという議論になってしまうと

歯止めがきかなくなると思う。 

 

○ 法人課税については、地方の行政サービスの受益を受けている以上、地方

にその財源、税収を配分するべきなんだという議論は各国で共通している。

ＥＵにおける分割基準に関してあるべき姿に客体の分布に応じた形でいか

に分布させる議論をしており、参考になると思う。 

法人事業税の分布を見る際、所得割、資本割、付加価値割それぞれの分布、

さらに分割適用前のものがわかれば、何かしらの議論になると思うが。 

所得割に関しては分割基準がどれだけ効いているかがある程度見やすい

形でわかる。付加価値割について統計的にとりづらいと理解しているが、そ
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れが地域別に出るのであれば、本店に集まった税収を分割できるのではない

かという発想だと思う。 

 

○ 分割基準があるべき分割、実態を反映しているかの議論と、それを踏み越

えて偏在を解消する手段としての調整の仕組みをつくるところに踏み込む

べきかという議論だが、それがもうすでに行き詰まった上で地方法人特別税

が創設されたと認識している。どう分けるべきか、どう分けることがその企

業の実態に適合するのかという議論であれば、結局同じことの繰り返しとな

るという印象。その上で、偏在の著しい法人課税を地方税の構成要素として

残したいと考えれば、法人課税だけの議論は難しい。例えば、その地方団体

でプールする部分を繰り出したらどうかなどの議論もあり得ると思う。 

 

○ 地方税はそもそも地方自治体の中でどう負担していくかということで応

益課税の考え方が重要。どこで収益が上がったかという議論は必要だが、む

しろいくら負担してもらうか、どういう負担なのかを明確にすることが重要。 

 

○ 社会保障制度改革国民会議報告書の中で基礎自治体、地方の役割が明確に

なり、地域の中で介護、子育て等の役割を持つと示された。地方消費税の見

直しが行われるときに、地方法人特別税だけを見直すのは、タイミングがず

れていると思う。暫定法はしばらく継続して、国と地方の役割、社会保障制

度の充実が見えた段階で一緒に見直すほうがスムーズに事が進む。 

 

○ 分割基準や清算基準について専門的な議論が行われているが、だからこそ

原理原則に沿った仕組みを構築することが必要と思う。少なくとも住民、地

域にとって納得されるような仕組みを方向性として出すことが必要。 

 

○ 法人二税を各自治体で集めるべきかどうかそもそも論があるが、各自治体

が受益と負担を実感できる制度にすることが重要と考える。受益と負担の関

係を断ち切り、課税自主権を否定するまで言い切れるか別として、地方共同

税という形は厳しいと思う。 

基本的には、偏在是正を考える際に財政調整まで念頭に置いて分割基準ま

で考えるのは行き過ぎ。 

 

○ 偏在性の小さい地方税体系の構築については、やはり道半ばであり、引き

続き構築に向けてやっていこうという方向性しかないのではないか。 

 

○ 地方法人特別税について、社会保障税一体改革法案において、消費税率引

き上げの際は見直すという議論が始まっているが、まず、当時特別税をやら

ざるを得なかった状況が、今解消されているかということが重要。税制のあ
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るべき姿を追求した結果特別税が創設されたわけではない。 

 

○ 今回の議論で感じたのは、税源の偏在というより、現在目に見えている税

収の偏在。税の理論で地方に分けるのではなく、何らかの財政調整手段とし

て分けるしかないのではないか。個人的には共同税にならざるを得ないと思

う。 

 

○ 地方消費税の清算基準については、経済センサス活動調査を活用してより

精緻化すると検討されているが、この運用自体によって税の偏在が変わると

思うがどうか。 

 

○ センサスの結果自体がまだ公表されていないため、現段階においては何と

も言えないが、統計的にはカバーできなかったところが補足されるというこ

とで劇的に税の偏在が大きく変わるということにはならないと考える。（事

務局） 

 

以上  
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地方税制における税源偏在の是正方策の方向性について（案） 

 

これからの地方税の充実を基本とする地方税財源の拡充を見据えつつ、「社会保障

の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正

する等の法律」（以下「消費税法改正法」という。）において、地方税制について「地

方法人特別税及び地方法人特別譲与税について、税制の抜本的な改革において偏在性

の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置であることを踏まえ、税制の抜

本的な改革に併せて抜本的に見直しを行う」と規定されたこと、また、「税制の抜本

的な改革による地方消費税の充実と併せて、地方法人課税の在り方を見直すことによ

り税源の偏在性を是正する方策を講ずることとし、その際には、国と地方の税制全体

を通じて幅広く検討する」と規定されたことも踏まえ、地方税制における税源偏在の

是正方策について幅広く検討するため、平成 24 年 7 月の全国知事会議において、地

方税財政常任委員会に学識経験者による「地方税財政制度研究会」を設置することと

された。 

研究会の検討事項としては、国の消費税と地方法人課税の税源交換や地方共有税、

「地方共同税」（地方税の一部を地方の共通財源と位置付け調整する仕組み）など、

地方税制における税源偏在の是正方策について、法制的な課題を含め、幅広く検討す

ることとされた。これを受けて、平成 24 年 9 月以降、研究会において 8 回にわたり

検討を行い、平成 25 年 4 月には、考えられる論点を網羅的に整理した中間論点整理

をとりまとめたところである。 

今回の報告書は、中間論点整理を踏まえ、今後の税源偏在の是正方策について方向

性をとりまとめたものである。 

 

第１ 背景 

１．地方分権型社会の確立とこれを支える安定的な地方税財源の充実確保の必要性 

地方分権型社会を実現するためには、地方の役割を適切に果たすために必要な税財

政構造を構築し、地方団体が自立的に運営できる基盤をつくりあげることが必要であ

る。 

今後も社会保障関係費の増加が続くと見込まれる中、国の制度と地方単独事業それ

ぞれのセーフティネットが組み合わさることによって、今後の社会保障制度全体が持

続可能となることから、昨年 8 月に成立した社会保障・税一体改革関連法において消

費税・地方消費税率を５％引上げるにあたり、地方分として 1.54％が確保された。 

その際、地方分権型社会を確立する上では、地方税の充実を基本として地方の税財

源の充実確保を図るべきという考え方から、確保された地方分 1.54％のうち、1.2％は

地方消費税率の引上げに、0.34％は地方交付税原資の拡充によることとされ、地方消

費税の充実が基本とされたところである。 

一方、地方消費税は地方法人課税などと比べ地域間の税収の偏在性が比較的小さい

税ではあるものの、一人当たり税収で最大２倍の格差が存在しており、 

・地方消費税の充実だけでは大都市部の税源がより拡充される結果となる 
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・個々の地方団体ごとに見ると税収と社会保障給付支出とに不均衡が生じる 

といった課題がある。 

 このような課題に対応するため、全国知事会では、 

・引上げ分の地方消費税について基準財政収入額への算入率を大幅に高めるととも

に、引上げ分の消費税収を充てることとされている社会保障制度の機能強化や機能

維持等に係る地方負担については、その全額を基準財政需要額に算入すること 

・地方消費税の清算基準について、正確に都道府県別の最終消費を把握できない場

合に、消費代替指標として「人口」を用いること等により、「人口」の比率を高め

る方向で見直すこと 

を提言しているが、これらをもってしても、不交付団体には社会保障給付支出の増加

額を上回る地方消費税の増収が生じる一方、交付団体においては、これらが臨時財政

対策債の減少により相殺されることになる。交付団体の臨時財政対策債が減少するこ

とについては、その分、地方債発行額が減少するという意味で、プラスの面があるも

のの、臨時財政対策債は、その元利償還金が全額地方交付税で措置されるもので、本

来、法定率の引上げ等により地方交付税として交付すべきものであることから、実質

的には交付団体の地方交付税の減少に他ならず、その結果として、不交付団体と交付

団体の間の財政力格差が拡大することになる。（表１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今後も地方分権改革を進めるという観点から、地方税の充実確保が求められている

が、偏在性の小さい地方消費税においても、このような課題を抱えていることから、

（表１） 
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今後増加する社会保障関係費の財源を確保するため将来的に消費税率を引上げる場合

には、引上げ分の全てを国の消費税とし、そのうち一部を地方交付税として配分した

ほうがよいのではないかという議論につながるおそれもあり、これは地方分権改革の

観点からは必ずしも好ましいことではない。 

また、その場合に、地方分権改革の理念からできるだけ自主財源である地方消費税

を充実しようとしても、税率の配分を各地方団体の社会保障給付支出とほぼ見合うよ

うな方法にしなければ、そもそも税率の引上げに関して国民の理解を得られにくくな

ることも懸念される。 

このようなことから、地方分権型社会を確立していくため、地方税源の更なる充実

を図るには、現行の地方税制から生じる上記のような課題を解消するなど、税源の偏

在性が小さく、税収の安定性を備えた地方税体系を構築していかなければ、多くの地

方団体や国民の理解を得ることが難しいと考えられる。 

地方税制における税源の偏在是正方策については、税源の豊かな一部の地方団体に

とっては一時的に税収の減少となる可能性が大きいが、一方で、税収構造自体が安定

化するといったメリットもあるのであり、全体として偏在性が小さく、安定的な地方

税体系の構築が実現しなければ、今後の地方税源の充実を図っていくことが困難にな

るということについて、全ての地方団体が共通の認識を持つ必要がある。 

 

 ２．地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の見直しの必要性 

平成 20 年度税制改正において、当時の喫緊の政治課題であった地域間の税源偏在の

是正に早急に対応するため、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の

暫定措置として、法人事業税の一部を分離し、地方法人特別税及び地方法人特別譲与

税の制度（以下「地方法人特別税制度」という。）が創設された。これは、税源の偏在

を是正する効果を持つことは事実であるが、現に地方税であったものを国税に移行さ

せるもので、できるだけ地方税の拡充を図っていくという地方分権の基本的考え方か

らは異例の制度であり、消費税法改正法第７条第５号イにあるとおり、「税制の抜本的

な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置」である

から、地方法人特別税制度の廃止のためにも、偏在性の小さい地方税体系の構築を図

る必要がある。 

特に、今回の社会保障・税一体改革では、相対的に偏在性の小さい地方消費税が充

実され、人口一人当たり税収の格差は縮小するが、併せて地方法人特別税制度を廃止

した場合は、逆に、この格差が拡大してしまう可能性があること、さらに、現行の地

方財政制度のもとで、地方交付税を通じて調整されていると考えられている人口一人

当たりの一般財源の状況が、今回の地方消費税の充実や地方法人特別税の復元によっ

て大きく変化することとなることから、こうした点を十分踏まえてその対応方針を検

討する必要がある。（表２、３参照） 
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（表２） 



6 
 

（表３） 
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第２ 基本的考え方 

１．地方法人特別税制度の廃止について 

地方法人特別税制度については、地方法人特別税等に関する暫定措置法において「税

制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措

置」とされており、今回の消費税法改正法第７条においても「税制の抜本的な改革に

おいて偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置であることを踏ま

え、税制の抜本的な改革に併せて抜本的に見直しを行う」とされている。 

法人事業税は、シャウプ勧告以来の応益性確保の努力により平成 16 年度になって外

形標準課税の導入にようやくこぎ着けた都道府県にとって今後とも堅持すべき地方税

であるが、平成 20 年度の地方法人特別税制度の導入によって、その一部が国税として

徴収されるようになった。先に述べたように、地方法人特別税制度は、地方税の充実

を図るという地方分権の基本的考え方からは異例の制度であり、解消することが基本

であるが、その代わりにこの制度の有する税源偏在是正機能を確保する必要がある。 

その際には、社会保障・税一体改革関連法における地方税制についての規定を踏ま

え、税制抜本改革による地方消費税の充実と併せて、地方法人課税のあり方を見直す

ことにより税源の偏在性を是正する方策を講ずるべきであるが、今回の地方消費税率

の引上げについては、地方の社会保障財源を確保する措置であり、同法に従ってなさ

れた税制改正（所得税の最高税率の見直し、相続税・贈与税の見直し）と併せても、「偏

在性の小さい地方税体系の構築」は行われていないことから「税制の抜本的な改革」

は道半ばであると考えざるを得ない。この観点からは、偏在是正方策を講じなければ

地方法人特別税制度の廃止はできないと考えられる。 

なお、この点について、今回の措置により、少なくとも偏在性の小さい地方消費税

が今回充実されたことから、速やかに地方法人特別税制度を廃止すべきとの意見もあ

るが、地方法人特別税制度により結果として是正された税源偏在が、その復元により

大きく影響を受けることを考慮すれば、地方法人特別税の復元と地方交付税も含めた

税財政制度改革を通じた偏在是正方策は同時に行うべきである。 

 

２．地方法人課税の見直し 

平成 20 年度税制改正の要綱においては、地方法人特別税制度の創設とともに、地域

間の税源偏在の是正について、「地方消費税の充実を図るとともに、併せて地方法人課

税のあり方を抜本的に見直すなどにより、偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系

を構築することを基本に改革を進める」との基本方向が示されていた。 

地方法人課税は、法人が地方団体から受ける行政サービスの対価として負担する重

要な地方の基幹税源だが、経済動向に応じて税収が大きく変動することや、税源が偏

在するなどの課題を抱えており、今回の消費税法改正法第７条においても、「税制の抜

本的な改革による地方消費税の充実と併せて、地方法人課税の在り方を見直すことに

より税源の偏在性を是正する方策を講ずることとし、その際には、国と地方の税制全

体を通じて幅広く検討する」とされている。 

このような経緯に鑑みると、今回の地方消費税率の引上げと併せて、まず地方法人

課税について、地方法人特別税制度以外も含めた具体的な偏在是正方策を検討すべき
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であり、その際には、少なくとも平成 20 年度税制改正の要綱に明記された基本方向に

沿って、単なる地方団体間の地方法人課税の再配分ではなく、国と地方の税体系全体

の見直しの中に位置付けることが可能な偏在是正方策を念頭に置くべきである。 

なお、地方法人課税の見直しにあたっては、そもそも都道府県と市町村による法人

への課税根拠は何か、現行の課税方式はそれにふさわしいと言えるのかについて改め

て整理していく必要がある。 

都道府県民税・市町村民税の法人住民税法人税割については、利益に課税すること

から地方税の負担分任原則に照らすと課題があるのではないか、経済動向に左右され

安定的ではないといった点も含め、そのあり方を見直す必要がある。 

一方で、法人事業税については、法人がその事業活動を行うにあたって受けている

都道府県の各種の行政サービスの経費負担を求めようとする応益課税の性格に鑑み、

事業活動の規模に応じた課税となる外形標準課税を拡大し、本来あるべき姿に近付け

ていく努力が必要である。 

 

３．多様な選択肢の検討 

地方税の充実確保にあたっては、偏在性ができるだけ小さい地方税体系を構築する

ことが重要であり、そのためにはまず、偏在性が小さく安定的な地方消費税の充実を

基本とし、これと併せて偏在性が大きく景気に左右されやすい地方法人課税の見直し

を講じる必要がある。 

その際、例えば、偏在是正を主たる目的として地方法人課税の再配分を行うといっ

た地方税の中だけでの偏在是正方策では、結果として富裕団体からそうではない団体

への水平的移転という帰結しか得られないことになる。そもそも富裕団体がそうでは

ない団体の財源の保障責任を有するとの立論が困難である以上、そのような偏在是正

方策について富裕団体やその住民の理解を得ることは困難ではないかと考えられる。 

また、地方税のみで検討した場合、地方税の税財源の調整が優先され、地方分権の

推進が地方間の水平調整に置き換えられることにより、都市圏と地方圏の間の争いに

矮小化されるという問題がある。 

従って、地方税のみではなく、国税との税源交換や地方交付税の充実または地方共

同税といった新たな仕組みの創設など偏在是正方策として考えられる多様な選択肢に

ついて、幅広く検討すべきである。 

その中でも、地方分権の実現に向けて地方税財源の充実強化を図る観点から、偏在

性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築を第一に求めるべきであり、偏在性の小

さい消費税（交付税原資分）を地方消費税に、偏在性の大きい地方法人課税を交付税

原資にする税源交換を検討すべきである。 

その上で、ナショナルミニマムを上回る部分に対応する地方共通の財源を確保する

ため、地方税を地方が主体的に地方共同税として課税し、客観的な指標で配分するこ

とにより、国に頼ることなく地方自らが必要な税財源を確保する新たな仕組みを創設

することなども考えられる。 

ただし、これらの税財政制度の見直しによってもなお埋まらない地域間の財政力格

差については、地方消費税の充実や地方法人課税の見直しといった地方税収の偏在是
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正という税制上の措置のみをもって対応することはできない。そもそも地域間の財政

力格差は、地方団体間の努力の差により生じたものというよりは、主として、明治維

新以来の中央集権体制や、首都東京への一極集中等といった国の経済政策、国土政策

等の様々な要因から生じたものであり、国と地方との権限配分及び財源配分の基本を

国が定めていることを考えると、地方税のみでは標準的な行政サービス水準を確保す

ることができない地方団体に対しては、地方交付税制度の本来の役割である財源保

障・財源調整機能を充実強化し、そのために必要な地方交付税総額が確保されなけれ

ばならない。 

地域間の財政力格差について検討する際には、ナショナルミニマムを確保する地方

団体の財源保障があくまで国の責務であることを基本とすべきである。 
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第３ 改革の方向性 

第２．３で示した多様な選択肢の中で検討すべきとした税源交換については、地方

法人特別税制度導入決定の直前（平成 19 年 11 月）に、地方財政審議会が示した意見

において「地方税収の偏在是正に向けた具体的な方策」として、「国の消費税の一部を

地方消費税にする一方で、地方法人二税の一部を同額国税化する、いわゆる税源交換

を基本に検討するべきである」こと及び、「税源交換を行った場合、地方法人二税の税

収シェアの大きな団体は税収が減少するが、地方消費税が充実されることにより、税

収構造自体が安定化するというメリットもあり、全体として偏在度が小さく、安定的

な地方税体系の構築に資する改革となる」ことが明記されている。また、同じ時期に、

全国知事会地方税制小委員会においても同趣旨の提言をとりまとめている。 

今回の社会保障・税一体改革関連法による地方消費税率の引上げによって、地方消

費税の充実が図られていることから、このタイミングにおいて、地方法人特別税の復

元とセットで税源交換を行う案は、実現可能性の高い方策であると考えられる。 

このような経緯、現状認識及び今後の実現可能性等を踏まえ、 

・早期に実施すべき改革 

・引き続き検討すべき改革 

に分けて整理し、改革の方向性を示すこととする。 
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１．早期に実施すべき改革 

（１）税源交換 

まず、地方消費税率の引上げと併せて地方法人課税のあり方を見直す方策として、

地方法人特別税制度導入決定の直前（平成 19 年 11 月）に全国知事会地方税制小委

員会が提言した「税源偏在の是正を、地方交付税原資としての税目の見直しとあわ

せて行い、偏在性が大きく税収の変動が大きい法人二税と消費税の交換により、地

方消費税を拡充することを基本として検討すべき」との考え方に沿って、偏在性の

大きい地方法人課税を交付税原資に、偏在性の小さい消費税（交付税原資分）を地

方消費税にする税源交換を検討すべきである。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、従前の提言においては、税源交換の対象税目として法人二税が想定されて

いたが、税源交換の対象とする地方法人課税については、これまでの法人事業税に

おける応益性確保の改革努力の歴史、法人事業税は基本的には応益課税であり、事

業者の所在地で課税することには一定の意義があること、法人住民税法人税割は応

能的性格が強く、必ずしも所在地で課税する必要はないこと、さらに、都道府県及

び市町村の双方が持つ財源であって、より偏在度が大きい(H23 年度 6.7 倍。法人事

業税は 5.1 倍。)ことを考慮すれば、法人住民税法人税割が適当である。 

 

以上を踏まえた税源交換の試案として、例えば、以下の３案が考えられる。 

（図１） 
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【税源交換：試案１の考え方】 

○地方法人特別税を単に復元しただけでは、地方税の偏在度が拡大するため、地方法人特

別税の復元とセットで税源交換を行うことにより、地方法人特別税の税源偏在是正機能

を確保する。具体的には、今回の税制抜本改革で地方消費税の充実がすでに図られてい

ると考え、法人事業税より偏在度が大きく応能的性格の強い法人住民税法人税割の一部

を交付税原資とする。 
 
【税源交換：試案１の課題】 

○法人住民税法人税割の一部国税化による偏在是正の規模について、仮に、地方法人特別

税の復元（1.5 兆円）と同じ規模で実施する場合、都道府県の法人住民税法人税割の税額

規模（0.5 兆円）が小さいため、市町村の法人住民税法人税割（1.0 兆円=是正規模 1.5 兆

円－0.5 兆円）を含め、都道府県及び市町村全体における地方税の偏在是正を検討するこ

とが考えられる。 
○都の場合、特別区分の法人住民税法人税割について都が課税しているが、特別区分の法

人住民税法人税割については、都分ではなく市町村分として扱うのかについて決める必

要がある。 
○法人住民税法人税割を交付税原資とすることについて、法人は選挙権がなくても影響力

を有しており、法人のために地方団体は行政サービスを提供していることから、法人も一

定の地方税を負担すべきであり、法人住民税法人税割を交付税原資とすることには、企業

が集積している一部の市町村から異論があると考えられる。 
○都道府県の場合、税源交換により法人住民税法人税割に係る超過課税の課税根拠が失わ

れることとなるが、その代替措置については、例えば、法人事業税の超過課税による対

応が考えられる。 

○都道府県は地方法人特別税が復元するため、形式的には地方税の縮小はないが、市町村

は国税化によって税源を失うことになり、その見合い分について地方交付税原資が増え

ることになるが、地方分権の観点から課題が残るとも考えられる。 
○都道府県は地方法人特別税が復元するといっても、全体としてみれば実質的には税収増

加効果はないため、都道府県についても税の充実が必要とも考えられる。 
○今回の税制抜本改革で実施される地方消費税の充実は、社会保障の安定財源確保を目的

としており、地方税の拡充強化自体を目指したものではなく、交付団体の場合は、社会

保障支出を上回る地方消費税収分だけ臨時財政対策債が減ることを考慮すると、今後は、

法人住民税法人税割の一部国税化の代わりとなる新たな地方税の充実（具体的には偏在

性が小さく安定的な地方消費税の充実）が地方分権の観点からは望ましいとも考えられ

る。 
○他方で、今回の社会保障・税一体改革関連法において地方消費税が拡充され、地方税源

税源交換：試案１（表４参照） 

地方法人特別税を法人事業税に復元した上で、法人住民税法人税割を一部国税化して

地方交付税の原資とする。 
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が全体として拡充されていることを考慮して、地方法人特別税分は格差是正という観点か

ら交付税原資とすることも考えられる。 

（表４） 
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【税源交換：試案２の考え方】 

○都道府県の法人住民税法人税割に見合った額については、都道府県分の地方交付税とし

て都道府県に配分する。一方、市町村が失う法人住民税法人税割については、地方分権

をより重視する観点からは、地方交付税ではなく、市町村の地方税を充実することとす

る。 
○具体的には、地方法人特別税の復元（1.5 兆円）と同じ規模の偏在是正を実施する場合、

国税化する市町村民税（1.0 兆円）に見合った措置として、国税（消費税（交付税原資分））

の一部を地方消費税（市町村交付金）に振り替える。 
○なお、市町村には地方法人特別税の復元がないため、今回の法改正による地方消費税の

充実とは別に、さらなる地方消費税の充実が望ましいと考えられる。 
 
【税源交換：試案２の課題】 

試案１に掲げた一部の課題のほか、以下の課題がある。 

○税源交換により充実する市町村分の地方消費税について、現行の交付基準（人口：従業

者数＝１：１）を前提として試算しているが、この場合、法人住民税法人税割に比べれば

偏在性は小さいものの、なお税収格差が残るという問題がある。 
 
 
 

税源交換：試案２（表５参照） 

地方法人特別税を法人事業税に復元した上で、都道府県分は全ての、市町村分は一部

の法人住民税法人税割を国税化して地方交付税の原資とする。その際、交付税原資とす

る市町村分の法人住民税法人税割の総額と同額の消費税（交付税原資分）を地方消費税

とし、その全額を市町村に交付する。 
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（表５） 
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【税源交換：試案３の考え方】 

○今回の地方消費税率等の引上げは、社会保障財源の確保を目的とするものであり、偏在

性の小さい地方税体系を構築する税制の抜本的改革とはいえず、地方法人特別税は当面

存続せざるを得ないとするとの立場に立って、今後、社会保障財源を確保するため、さ

らなる消費税（国・地方）の拡充が行われ、国・地方の財源が全体として増加するタイ

ミングにおいて、地方法人課税と消費税との税源交換を実施すべきである。 
 
【税源交換：試案３の課題】 

試案１及び試案２に掲げた一部の課題のほか、以下の課題がある。 

○地方法人特別税制度の見直しや、今回の地方消費税充実によって、一部の大都市におい

て拡大する財源超過の是正について、将来の消費税の拡充の機会に行われることとなる。 
 
 
 
 
 
 
 

税源交換：試案３（表６参照） 

今回の法改正による消費税・地方消費税の税率（10％）を将来さらに引き上げるとき

に、地方法人特別税を法人事業税に復元した上で、法人住民税法人税割を一部国税化し

て地方交付税の原資とし、消費税（交付税原資分）の一部を地方消費税とする。（それま

での間、地方法人特別税は存続する。） 

（表６） 
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２．引き続き検討すべき改革 

まず、１．で述べた「早期に実施すべき改革」を実施した上で、以下の諸方策を検討す

べきである。 

（１）地方共同税 

（基本的考え方） 

国に頼ることなく地方自らが偏在性が小さくかつ安定的な税財源を確保する方法

の一つとして、ナショナルミニマムを上回る部分に対応する地方共通の財源を確保

するため、地方消費税分を地方が共同で主体的に増税し、客観的な指標で配分する

といった方策が考えられる。 

また、対象税目を地方消費税に限定せず、地方税の一部を地方の共通課題のため

の共通財源と位置づけ調整する仕組みの創設も考えられる。 

具体的には、例えば、「教育等を通じた人材育成」などを地方全体の共通課題と位

置づけ、これを支える税を地方が共同して確保し、共通課題と関連性を有する客観

的指標により配分するといった地方共同税の制度には、一定の合理性があるものと

考えられる。 

一方、地方共同税をいったん水平調整的な位置付けとしてしまうと、なし崩し的

に地方税全体が財政調整に使われてしまうことが懸念される。いわゆるナショナル

ミニマムを確保するための財源保障は国の責任であり、地方交付税の果たすべき役

割である。地方税である地方共同税は、そのナショナルミニマムが実現されている

ことを前提に、プラスアルファの共通課題に対応するための制度とすべきである。 

なお、地方共同税の税率については、地方の合意に基づいて、地方が主体的に一

律に決めることができる仕組みが必要であり、条例という形式ではなく、地方の意

見を反映させる仕組みを確保した上で、法律で定める形式がよいのではないかと考

えられる。 

また、各地方団体への配分については、全団体間で所要額を調整する方式、形式

上国税と位置付けた上で、地方譲与税の仕組みを活用して地方団体間で調整を行う

方式、国の特別会計に、各地方団体が徴収した地方共同税を地方税のまま拠出し、

客観的指標により各地方団体に再配分する方式などが考えられる。 

 

（憲法との関係） 

このような地方共同税の仕組みについては、我が国の現行法において例はないが、

日本国憲法第 92 条は「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本

旨に基づいて、法律でこれを定める」としており、「地方自治の本旨」に反しない限

り、地方共同税の仕組みを法律で定めることは可能であり、自主財政権は、合理的

な理由がある限りにおいて制約できることから、上記のような地方共同税であれば、

憲法上認められないとは考えられない。 

 

（ドイツの共同税との比較） 

ドイツの共同税はそもそも国による各州の財源保障を前提としていない制度であ

り、我が国にそのまま導入することはできないものと考えらえる。 
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また、我が国において、仮に、ドイツの共同税のように各団体の税収の平均値ま

で調整する制度を創設した場合においても、富裕団体が他の税目の税率を引き上げ

た場合、平均値が上昇することによって、税率を据え置いたままの他の団体が得を

するという問題が生じないような仕組みが必要である。ドイツの場合は、州は原則、

共同税、州税どちらについても立法権を有さず、課税標準も税率も連邦法によって

定められており、どの州も同じ税率で課税、徴収されているため、このような問題

が生じない。一方、我が国の地方税の税率については条例で定めることとなってい

ることから、このような問題に留意する必要がある。 

 

以上の点を踏まえ、我が国での地方共同税の試案として、例えば以下の２案が考

えられる。 

 

案ごとの課題については別途述べるとおりであるが、両案に共通する課題として、

そもそも地方共同税を偏在是正を主目的として考えるべきか、広域的な受益と負担

のあり方として構想すべきかといった問題がある。 

後述（第４．２「地方交付税の役割」）のとおり、財源保障、財政調整の責任が

国にあることから、地方法人課税であれ、地方消費税であれ、地方が共同税を通じ

て主体的に財政調整を行うこととすると、地方交付税総額の抑制圧力が強まる中で、

財政調整の責任を押し付けられやすくなり、なし崩し的に地方税全体が財政調整に

使われてしまう結果となることが懸念される。 

また、地方税は、受益と負担の関係に基づき、税源の所在に応じて地方団体が課

税するものであり、この原則と相容れない地方共同税の仕組みでは、自ら徴収した

税額を当該団体の配分額以上に拠出する団体（財源拠出団体）の住民及び議会の理

解が得られないのみならず、財源拠出団体そのものの徴税意欲が損なわれる恐れが

ある。 

したがって、地方共同税については、偏在是正を主目的とするのではなく、地方

全体の共通課題とこれを支える税とが成立するような受益と負担の関係を見出し、

共通の財政需要とそれに対応する税率の議論をセットで行う仕組みを構築し、地方

が住民の理解を得ながら主体的に税源を拡充する足がかりとすることに地方全体と

しての合意が得られる場合には、その結果として地方税の偏在是正が進むものと考

えるべきである。 
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【地方共同税：試案１の考え方】 

○法令等により義務付けられた事業はもとより、住民のニーズを踏まえて全国的に普及・

実施されている地方単独事業などのナショナルミニマムと言えるサービスについては、

国の財源保障の対象と考えられるが、その水準を超えた「全都道府県共通の課題である

人材育成等のサービス」に要する財源を確保するため、各都道府県で育成された人材が

都市に流出して企業の活動を支え、企業収益の源泉となっていることなどに受益と負担

の関係を見出し、地方法人課税の一部を、「全都道府県共通の課題である人材育成の財源

を確保するために課す税」と位置付け、学校教育や職業訓練等に相関する人口などの客

観的指標により配分する仕組みを考える。 
○結果として、今回の消費税法改正法第７条における「税制の抜本的な改革による地方消

費税の充実と併せて、地方法人課税の在り方を見直すことにより税源の偏在性を是正す

る」ことにも資することとなる。 
  
【地方共同税：試案１の課題】 
○地方共同税にふさわしいのは、法人事業税と法人住民税法人税割のどちらかという問題

のほか、地方法人特別税が法人事業税に復元したとしても、法人事業税が地方共同税化さ

れるのであれば、地方法人特別税制度の単なる衣替えにすぎないという問題がある。 
○地方共同税化によって地方法人特別税制度が果たしてきた税源偏在是正機能が維持され

たとしても、今回の地方消費税充実による一部の大都市における財源超過の拡大の是正に

ついては、将来の消費税の拡充の機会に行われることとなる。 
○地方法人課税の全部又は大部分を地方共同税にする場合、企業誘致等が立地自治体の法

人関係税収の増に直接つながらなくなる面があるが、企業誘致等による新たな雇用の創出

や消費の増加に応じた住民税や地方消費税の充実という税源涵養の効果がなお残ると考

えられる。 

 

地方共同税：試案１（表７参照） 

・地方法人特別税を法人事業税に復元した上で、法人事業税又は法人住民税法人税割の

相当額を地方共同税化する。 

・地方法人課税の一部を「全都道府県共通の課題のために課す税」と位置付け、客観的

指標により配分する。 
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（表７） 
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【地方共同税：試案２の考え方】 

○従来の地方消費税は一般財源だが、今回引き上げられる地方消費税は社会保障目的とさ

れていること、地方消費税は、税率が全国一律で決定され、偏在性が小さく安定的で、全

ての団体に課税対象たる消費行為が存在することなどを踏まえ、ナショナルミニマムを上

回る部分に対応する地方共通の財源を確保するため、今後、住民の理解を得て地方消費税

率を引き上げる際に、地方消費税の一部を地方共同税化し、客観的指標により配分する仕

組みも考えられる。 
  
【地方共同税：試案２の課題】 

○地方法人特別税制度の廃止により、地方法人特別税が有している税源偏在是正効果が失

われることになることから、それへの対応が必要となる。 
 

地方共同税：試案２（表８参照） 

・地方法人特別税を法人事業税に復元した上で、地方消費税の一部を地方共同税化する。

・地方消費税の一部を「全都道府県共通の課題のために課す税」と位置付け、客観的指

標により配分する。 
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（表８） 
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（２）税源交換と地方共同税の併用 

税源交換は、税収構造を安定化させ、全体として偏在性が小さく、安定的な地方

税体系の構築に資する方策であるが、第３の１．（１）において示した税源交換試案

の実施だけでは、いずれの案によっても、今回引き上げられる地方消費税について、

個々の地方団体ごとの税収と社会保障給付支出との不均衡が是正されないという課

題が残ってしまう。また、そもそも地方消費税の充実は、小さいとはいえ偏在が残

ってしまうという問題を抱えている。 
一方、地方消費税の一部地方共同税化では上記のような不均衡や地方消費税の偏

在は結果として是正され、また、地方法人課税の一部共同税化では税源偏在の是正

効果は極めて大きなものとなるが、両者の場合、富裕団体の税収がそうではない団

体へ移転するという側面もあることから、税収構造の安定化といった富裕団体にと

ってもメリットのある仕組みが必要である。 
これらを踏まえると､税源交換と地方共同税をセットで実施する方策も考えられる。 

 
 
 
 
 

税源交換と地方共同税の併用：試案（表９参照） 

地方法人特別税を法人事業税に復元した上で、法人住民税法人税割を一部国税化して

地方交付税の原資とし、消費税（交付税原資分）の一部を地方消費税化するとともに、

今回引き上げられる地方消費税及び税源交換で得られた地方消費税を地方共同税化す

る。 

（表９） 
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（３）地方共有税 
地方法人特別税を法人事業税に復元することと関連して、税源交換などの新たな

措置を講じた場合でも残らざるを得ない地域間の財政力格差に対処するため、地方

交付税の有する財源保障・財源調整機能の充実強化が必要であるが、地方六団体に

設置された新地方分権構想検討委員会の最終報告（平成 18 年 11 月）に盛り込まれ

た地方共有税の創設については、未だ実現していないばかりか、今回、国家公務員

給与の一時的な削減との均衡のため地方公務員給与を減額することを理由に地方交

付税が削減され、地方の固有財源が国による政策誘導に用いられるという事態に至

っている。今後、このようなことは、あってはならないのであり、それを防ぐため

にも、地方固有の財源である地方交付税を、国の一般会計を通さず、「地方共有税」

として特別会計に直接繰り入れる等の方式（地方交付税の地方共有税化）について

も検討すべきである。 

なお、今後、地方分権改革が進展し、税源移譲等による地方税の充実が図られれ

ば、地域間の税源の偏在のため地方団体間の財政力格差の拡大が避けられないこと

から、これを是正するため、地方交付税の財源保障機能はますます重要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地方共有税：試案の考え方】 

○地方交付税は、地域社会の存立基盤を維持し、国で定めた一定水準の行政サービスを、

国民が全国どこで生活しても享受できるようにするためのものであり、国税という形で

徴収されているものの一部となっているが、本来地方の固有財源であり、また、地方団

体全体で共有している財源であることから、地方交付税が、自治体の「連帯」と「自立」

の精神に基づくセーフティネットであることを制度上明確化させることとする。 
○地方、特に農山漁村や中山間地域が、都市部にはない、水源涵養機能、森林の二酸化炭

素吸収機能・酸素供給機能、食糧生産機能、さらには、景観保全機能や都市住民の憩いと

安らぎの場としての機能を有していることや、産業廃棄物処理施設・原子力発電所・基地

等の施設を受け入れていること等により、国土全体が一体となって、日本という単一国家

地方共有税：試案（地方交付税の地方共有税化（H18 地方六団体案をベース）） 

（１） 名称を以下のとおり変更する。  

  ① 国民から国の特別会計に入るまで「地方共有税」  

  ② 国の特別会計を出て地方団体に入るまで「地方共有税調整金」      

（２） 国の一般会計を通さずに、「地方共有税及び譲与税特別会計」に直接繰り入れる。

（３） 現在の財源不足を解消するため、地方共有税（地方交付税）の法定率の引上げを

行うとともに、必要に応じて地方税法に定める税率の変更も行う。  

（４） ３年から５年に一度、地方共有税（地方交付税）の法定率の変更を行うとともに、

必要に応じて地方税法に定める税率の変更も行う。  

（５） その他の年度は、財源不足があれば地方債または「地方共有税及び譲与税特別会

計」内に新たに設置する基金により調整する。  

（６） 特例加算や特別会計による借入れは行わない。  

（７） 国の政策減税の実施に伴い地方の財源不足が生じる場合には、地方共有税（地方

交付税）の法定率を引き上げる。  
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を形成しているということも踏まえる必要がある。 

 
【地方共有税：試案の課題】 

○各地方団体の地方共有税調整金の額の調整及び決定について、地方が参画のうえ、責任

をもって行える仕組みを構築する必要がある。 
○各地方団体間で意見の対立が生じたときへの対応策として、何らかの裁定の仕組みが必

要である。例えばドイツの場合、不服がある州は連邦憲法裁判所へ提訴できる。 
○地方共有税の運営や地方税法の税率の変更に、地方の意見が反映され、その決定への参

画を深めていくことによって、地方共有税は、地方交付税のような国から地方への垂直的

財政調整から、地方の合意に基づく水平的財政調整に性格を変えることとなるのではない

かとの意見もある。その場合、富裕団体がそうではない団体を支える仕組みに近づき、国

の財源保障責任の放棄につながることが懸念される。 
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（４）地方共同機構 

地方法人特別税制度のような従来地方税であったものをいったん国税とした上で

財政調整財源として使うのではなく、国からの関与を受けずに地方自らが地方団体

間の税収格差の是正を行う方式についても検討すべきである。 

地方団体の相互理解と協力に基づき、国に頼ることなく、地方税の税源偏在を是

正するため、全都道府県が共同して機構を創設し、地方団体からの納付と地方団体

への交付金によって調整する仕組みを構築することが考えられる。 

 

 

 

 

 

 
【地方共同機構：試案の課題】 

○大都市地域の地方団体が他の地方団体を支援することになるが、大都市地域の住民や議

会の納得を得ることは、きわめて困難である。 
○富裕団体がそうではない団体の財源を保障することになり、国が財源保障責任を果たさ

なくなる。 
○地方共同機構の仕組みは、富裕団体も含め全ての団体が加入することが前提となるが、

結果として富裕団体がそうではない団体の財政を支えることになることから、富裕団体の

加入を強制することは困難である。 
○機構を設置してまで税収の帰属状態を是正する必要がある税目は、そもそも地方税にな

じまないと考えられる。 
○機構からの交付額は巨額となるため、その基準を機構が決定するのであれば、憲法の趣

旨を踏まえた民主的なコントロールが及ぶ仕組みとする必要がある。 
○地域の代表者が集まり、新たな機構まで作って実施するのは行政改革の流れに逆行する

と考えられる。 
 

地方共同機構：試案 

・全都道府県が共同して機構を創設し、調整を行う仕組みを構築する。 

・機構は、法律により全都道府県に加入を義務付ける特別法人とし、例えば、偏在性の大

きい地方税目について、一人当たり税収額が全国平均を上回る都道府県は、上回る額を

機構に拠出し、下回る都道府県に対しては、下回る額に応じて交付金を交付する。 
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第４ 改革にあたっての留意点 

１．地方の意見の反映  

偏在是正のため新たな制度を構築するにあたっては、地方法人特別税制度のよ

うに、今後安易に地方税を再配分の財源にするといったことが行われないよう、制

度創設時、更に制度の運用時いずれの段階においても、地方の意見を反映させる制

度的な工夫が必要である。 

また、地方団体の総意に基づき税源交換などによって地方交付税の原資を強化

したとしても、国の裁量で地方交付税総額が決められる仕組みのままであれば、地

方が必要な交付税原資をしっかり確保できないおそれがあるため、地方交付税の総

額の決定において、地方の意見が適切に反映される仕組みが必要である。 

現在、既に制度化された国と地方の協議の場の運用が積み上げられているが、

その実態をみた場合、今のままの運用で十分であるとは言い難い。例えば、ドイツ

の共同税においては、課税標準や税率、各州へ帰属すべき額等は連邦法で決められ

ているが、州の代表を構成員とする連邦参議院の同意が前提となっており、我が国

においても、地方の意見がより一層確実に反映させられる意思決定プロセスを確保

する必要がある（図２参照）。その際には、日本国憲法第 84 条の租税法律主義との

関係に留意した制度設計が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後、地方の財政ニーズを議論し、増税を決定するような意思決定の場として、

かつての地方財政委員会を創設するといったことや、地方財政審議会を改組、機能

強化し、独立性の高い地方財政委員会を創設するといったことも考え、さらに地方

の意見を反映させるようにすべきである。 

 

（図２） 
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２．地方交付税の役割  

地方交付税とは、本来地方の税収入とすべきであるが、団体間の財源の不均衡

を調整し、すべての地方団体が一定の水準を維持しうるよう財源を保障する見地か

ら、国税として国が代わって徴収し、一定の合理的な基準によって再配分する、い

わば「国が地方に代わって徴収する地方税」である。そもそも、国と地方との間で

の権限配分を国が決めている以上、地方がいわゆるナショナルミニマムに相当する

標準的な行政を安定的に遂行できるようにするため、税財源の配分を通じて中央政

府が責任を有することは当然のことである。 

先進国においては、国による個人の生存権の保障は普遍的な理念として定着し

ている。地方団体が、個人の生存権を保障するため、全国統一的に行う住民サービ

スや地域の実情に応じてきめ細かく行う住民サービスを適切に提供できるよう、国

による財源保障が必要である。さらに、戦後、国の経済政策により生じた地域間の

財政力格差を調整し、標準的な行政を遂行する財源を保障する責任は、富裕団体で

はなく、当然国が負うべきである。 

  これらの国の義務を果たすための仕組みが地方交付税制度であり、国税の一定割

合ではありながらも、交付「税」とは「地方税」を通じて、国が責任を持って財政

調整・財源保障を行っているものである。 

なお、偏在是正の問題を解決するには、地方交付税を増額すれば良いのではな

いかとの意見があるが、 

・地方交付税が財源保障責任を果たす前提となるナショナルミニマムの範囲に

ついて、国民の理解を得る必要があるのではないか。 

・平衡交付金制度から現行の地方交付税制度に改正され、法定率の引上げを認

めつつも、地方の財政需要の積み上げではなく、少なくとも国税の一定割合と

いう範囲内で財政運営を行う枠組みへと変化したことを、どのように考えるか。 

・昭和 50 年代から連綿と続く特例措置、折半ルール、そして近年の臨時的措置

の常態化を考えると、法定率の引上げ等による地方交付税制度の改革が必要で

あると考えられる。なお、国の歳入に占める単年度の税収が４割程度しかなく、

国債及び借入金並びに政府保証債務現在高が1,000兆円を超えるといった厳し

い国の財政状況を踏まえて対応していく必要があるのではないか。 

・国、地方ともに極めて厳しい財政状況の中で、仮に地方交付税の増額により

団体ごとの財政需要との均衡がとれたとしても、財源保障の水準を大きく超え

る財源超過団体が存在することについて国民の理解が得られるか。 

といった問題を避けて通ることはできず、今後地方交付税制度の基本的な見直し・

改革が必要であると考えられる。 
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 第５ その他の検討課題 

（地方法人課税の外形課税化） 

  外形標準課税の拡大は地域間格差の是正の面で一定の効果は考えられるが、それ

ほど大きくないのではないか、また、所得の少ない法人にとって税負担が重くなる

ことに理解が得られないのではないかという課題があるものの、地方法人課税の税

収の変動への対応や応益性の強化という観点から、その拡大が検討されるべきであ

る。その際には、地域間格差是正の効果や法人課税の実効税率の引下げにつながる

メリットもあることから、例えば資本金１億円超の企業について、法人事業税の付

加価値割の部分を拡充していくことが考えられる。 

   

（地方法人課税の分割基準の見直し） 

  法人事業税の分割基準については、応益性や国の財源保障責任の観点から、財政

調整を目的として変えることは不適当であると考えられるが、例えば、以下の点に

着目してより客観性のある指標に変えていくことは望ましい。 

  ・法人における管理部門の形態が、事業部制や分社化の導入、アウトソーシング

の活用等で多様化・分散化しつつあること、事業所数基準の導入と趣旨が重複

すること等から、平成 17 年度税制改正において、法人事業税の分割基準のう

ち「本社管理部門の従業者数」を２分の１とする圧縮措置が廃止されたことに

ついて、どう考えるか。 

・工場における産業用ロボット等の導入により無人化への方向が著しく進んでい

ることから、例えば「資本金 1億円以上の製造業の工場従業者数」を現行の 1.5

倍からさらに引き上げるべきではないか。 

・製造業に限らず、非製造業における近年のアウトソーシング化の動きを反映さ

せるべきではないか。 

これらの課題について、実態を把握した上で、諸外国の制度も参考にして、その

他の分割基準のあり方も含めて今後引き続き検討すべきである。（図３参照） 
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論点の整理（案）

資料４第10回、第11回検討会
事 務 局 提 出 資 料



Ⅰ．税源の偏在性について

Ⅰ－① 税源の偏在性・財政力格差を何で評価するかについて

Ⅰ－② 現在の税源偏在の状況の評価について

Ⅰ－③ 税制抜本改革等の影響をどう考えるかについて

Ⅱ．税制における是正方策と地方法人課税のあり方について

Ⅱ－① 地方の行政サービスに対する法人の税負担について

Ⅱ－② 税制、地方交付税及び譲与税それぞれの役割分担について

Ⅱ－③ 分割基準・清算基準について

Ⅱ－④ 地方共同税について



Ⅰ．税源の偏在性について



Ⅰ－① 税源の偏在性・財政力を何で評価するかについて

○ 「一人当たり一般財源」で評価することについてどう考えるか。

○ 「留保財源＋財源超過額」で評価することについてどう考えるか。

※ 地方交付税の算定に用いられている基準財政需要額は、地方団体が合理的、妥当な水
準で行政を行う場合の財政需要と位置付けられており、これを上回る歳入は留保財源又は
財源超過額となる。

○ 地方団体が提供する行政サービスの大きさについてどう考えるか。

基準財政需要額相当分
基準財政需要額を超える部分

○ 一般財源の基準財政需要額に対する比率についてどう考えるか。



Ⅰ－① 税源の偏在性・財政力を何で評価するかについて（続き）

（検討会における主な意見）

・ 税の偏在といった時に、一つの税目だけの偏在を問題にするのか、地方税全
体の税制としての偏在を問題にするのか、地方交付税制度も踏まえた歳出を一
体として議論するのかということを考えることが必要。

・ 地方法人課税の偏在が言われるが、財政調整制度も存在しており、一般財
源ベースで見た偏在度も含めて考えないと議論が偏る。

（検討会における主な意見）

・ 財政の余裕度の格差は１人当たりの一般財源の比較では分からず、留保財
源と財源超過額の合計額で比較して考えるべき。

【一人当たり一般財源】

【留保財源＋財源超過額】



Ⅰ－① 税源の偏在性・財政力を何で評価するかについて（続き）

（検討会における主な意見）

・ 税源偏在の是正を考えるに当たっては、税収が充当される行政サービスの大
きさを考慮に入れる必要がある。

・ 税源の偏在がなぜいけないのかというと行政需要との関係で足らない団体が
あるからであるが、難しいのはその行政需要について、何をどこまで全国で一律
に提供すべきものなのかの評価である。

・ 地方法人課税のあり方という点からすると、企業が受け取っている行政サービ
スとの見合いで偏在を考えるのであれば、昼間人口も踏まえて考えるべき。

（検討会における主な意見）

・ 一人当たりの留保財源＋財源超過額は偏在度が高いのに比べて、一人当た
りの一般財源については偏在度が低いというのはどういうことか疑問。

【地方団体が提供する行政サービスの大きさ】

【一般財源の基準財政需要額に対する比率】



Ⅰ－② 現在の税源偏在の状況の評価について

○ 地方法人特別税・譲与税がある中での現在の税源偏在の状況についてどう評価す
るか。

○ 地方消費税の引上げにより「偏在性の小さい地方税体系の構築」が行われたとする
考え方と、道半ばであるとする考え方の両論があることについてどう考えるか。

○ 平成１７～１８年度の税源偏在の状況を踏まえて、その是正が必要として平成２０年
度税制改正で地方法人特別税・譲与税を成立させた国会の意思をどのように考えるか。

○ 都道府県間の税源偏在と市町村間の税源偏在についてどう考えるか。



Ⅰ－② 現在の税源偏在の状況の評価について（続き）

【地方消費税引上げによる偏在性の小さい地方税体系の構築】

（検討会における主な意見）

・ 社会保障・税一体改革関連法による地方消費税率の引上げは、地方の社会保
障財源を確保する措置であり、「偏在性の小さい地方税体系の構築」は行われて
おらず「税制に抜本的な改革」は道半ばであり、さらに消費税・地方消費税の税率
を引き上げる段階までに地方法人課税の抜本的な改革を行い、その際に特別税
制度を廃止すべきと考えられる。

一方、次の消費税増税の機会は暫く先であり、少なくとも偏在性の小さい地方
消費税が今回充実されたことから、速やかに特別税制度を抜本的に見直すべき
ではないか。

（検討会における主な意見）

・ 都道府県間の税源の偏在度について、基準をどの時点で採用するかによって
変わってくるため、比較の仕方には注意が必要。

【現在の偏在の状況の評価】



Ⅰ－③ 税制抜本改革等の影響をどう考えるかについて

（検討会における主な意見）

・ ２６年度以降を考えると、景気回復による税収増、地方消費税の増で２０年度の
地方法人特別税・譲与税創設時の偏在の状況がにわかになくなった訳ではない。

○ 法人課税の動向についてどう評価するか。

○ 税制抜本改革に伴う地方消費税の増収をどう考えるか。

（検討会における主な意見）

・ 地方消費税の増収が、交付団体では交付税の減少と相殺され、不交付団体で
はそのまま財源超過額に乗ってくることを考えると、財政力の格差が縮小するとは
言えない。

・ 地方消費税が増えると財源超過額が増える団体がある一方で、交付団体は臨
時財政対策債が減るのみという指摘があるが、ではなぜ地方消費税の配分の際、
全部交付税原資にしなかったのかということになってしまう。

・ 地方法人特別税・譲与税を廃止しても地方消費税が引き上げられれば、基準の
見方によって、偏在度が高まるという意見と、現在より高くならないという意見があ
るが、どちらが正しいのか。

【法人課税の動向】

【地方消費税の増収】



Ⅱ．税制における是正方策と

地方法人課税のあり方について



Ⅱ－① 地方の行政サービスに対する法人の税負担について

○ 法人も「地方の行政サービス」の受益を受けている以上、それに見合った税負担が
必要であるということについてどう考えるか。

○ その際、地方税において法人に税負担を求める上でどのような点を考慮すべきか
（応益性・応能性）。

・法人住民税均等割
・法人住民税法人税割
・法人事業税（外形標準課税、所得割） 等

○ 都道府県と市町村の法人課税をどう考えるか。

○ 地方の法人所得課税についてどのように考えるか。

○ 今後の法人課税の動向について、その影響をどう考えるか。



Ⅱ－① 地方の行政サービスに対する法人の税負担について（続き）

（検討会における主な意見）

・ 法人事業税は、法人の事業活動と行政サービスとの幅広い受益関係に着目した
税、法人住民税は地域の構成員である法人が行政サービスの経費を負担するとい
う考え方に基づく税であり、歴史的沿革を見ても、地方税としてそれぞれ重要な役
割を担っている。

・ シャウプ勧告により創設された附加価値税は施行されずに廃止されたが、応益性
の原則、負担分任原則から見て望ましい外形標準課税としての側面があり、最終的
に法人事業税の外形標準課税として実現したという歴史を考える必要がある。

・ 事業税と住民税は分けて議論を進めた方がいい。外形標準課税導入後、事業税
の偏在度は住民税の法人税割と比較してかなり安定している。

【法人に求める税負担】

【法人が受ける地方の行政サービス】

（検討会における主な意見）

・ 地方法人二税は、企業の生産活動を支える公共サービスに必要な財源を賄うた
めに当該サービスを受ける法人に課税するもの。

・ 地方法人二税が課税自主権を活用した税源涵養インセンティブの機能も果たして
いることに留意すべき。



Ⅱ－① 地方の行政サービスに対する法人の税負担について（続き）

（検討会における主な意見）

・ 法人の行政サービスからの受益の測定や特定は難しい。便宜的には、物税とし
て外形的な基準で課税することが望ましい。

・ 法人事業税については、中小法人の負担に引き続き配慮しつつ、税収の安定
化、偏在の是正に効果がある付加価値割など外形標準課税の拡大を図り、応益
税としての性格を明確にしていくことが適当。

・ 付加価値割の割合を拡大することで偏在是正効果が期待できるのであれば、税
制の中で偏在是正のためにやれることはやる必要があるのではないか。

・ 外形標準課税は仕向地課税にはできず、国境調整ができないことから国際競争
には不利。拡大することが日本経済にとって本当によいか。また、所得課税が減っ
て企業の空洞化が防げるという効果は必ずしもあるとは言えないのではないか。

・ 法人課税は法人が現に受けている行政サービスの見合いという点からすると、
各地域の赤字法人は負担していないという議論になり、そうすると外形標準課税を
拡大していけばいいということになるが、現実にはなかなか厳しい。

・ 実効税率は外形標準課税の拡大により引き下がる。

【外形標準課税】



Ⅱ－① 地方の行政サービスに対する法人の税負担について（続き）

（検討会における主な意見）

・ 地方団体は法人に選挙権がないので安易に負担を求めるとの議論があるが、
法人は地域にとっては巨大な存在。地方団体（都道府県・市町村）の基幹税の一
つとして地方法人二税を維持していくことが適当。

・ 法人には投票権が与えられず、課税の意思決定に関与できない問題がある。
法人と株主が同じ地域内に所在する可能性が高まることから、法人課税は広域の
政府が行うことが望ましい。

【都道府県と市町村の法人課税】



Ⅱ－① 地方の行政サービスに対する法人の税負担について（続き）

（検討会における主な意見）

・ 法人所得課税は景気により税収が大きく変動し、税源の偏在も著しいことから、
地方税の基幹的税目としては不適当。

・ 法人所得課税を強化すると法人が逃げるため租税輸出が生じうる。また、税収
に占める法人課税のウェートが高い場合には巨大企業の動向が自治体の財政状
況に影響する。

・ 企業の活動は、その従業員の生活を含めて特定の地域の中で完結することは
まれであり、地方法人所得課税は各自治体固有のものではなく自治体共有の財源
と捉えるべき。

【地方の法人所得課税】



Ⅱ－① 地方の行政サービスに対する法人の税負担について（続き）

（検討会における主な意見）

・ 法人課税の問題は地方税の中で自己完結せず、グローバル経済に関わる問
題。法人実効税率を下げるべき。

・ 経済界は税率を引き下げることで国の経済成長や国際競争力を高めるとの主
張であるが、必ずしもそうとは限らないという考え方もある。法人税率は競争力の
一つの要素に過ぎず、代替税源がなかなか見つからないのに減税をすることで
社会的なインフラや行政サービスを切り捨てるリスクもある。

・ 法人実効税率を国際比較して、日本は地方の法人課税の負担が大きいという
議論があるが、地方が対企業の行政サービスを担っていることを同時に考えない
と議論できない。

・ 今後、成長戦略の視点による改革に的確かつ機動的に対応するためには法人
所得課税を国が一元的に管理することが望ましい。

【今後の法人課税の動向】



Ⅱ－② 税制、地方交付税及び譲与税それぞれの役割分担について

○ 税制、地方交付税及び譲与税それぞれの役割分担について、どう考えるか。

○ 税制でどの程度まで税源の偏在と財政力格差の是正を追求すべきと考えるか。

○ 地方法人特別税等に関する暫定措置法については、「偏在性の小さい地方税体系の構
築」までの暫定措置であると考えることでよいか。



Ⅱ－② 税制、地方交付税及び譲与税それぞれの役割分担について（続き）

（検討会における主な意見）

・ 地方法人特別税・譲与税の導入は緊急避難的な措置としてやむを得なかったと思うが、
個別の税について税収の配分を調整することが、財政調整制度として地方交付税があ
る中でどこまで許容されるのか。

・ 税制に財政調整機能を組み込むことは、あるべき地方税の原則から離反するおそれ
が大きい。財政調整は地方交付税によることが望ましい。

・ 今の地方法人特別税・譲与税の制度自体は、課税自主権の問題や偏在のことを考え
てもやはり無理があり、もしこのまま残すのであれば、考え方を整理してわかりやすくし
なければならない。

・ 地方税は地方税で原理原則を通せばよい、財政調整は地方交付税で行うのだからと
いう意見があるが、それができるのであれば、苦労はしないというのが、平成２０年度の
特別税・譲与税創設の際の議論。原理原則を通せない状況において地方譲与税を使わ
ざるを得なかったという経緯も踏まえて議論すべき。

・ 税の世界では筋を通すということが非常に重要であるが、譲与税という枠組みを使っ
て、交付税では調整できない不交付団体と交付団体間の調整をすることは可能なので
はないか。

・ 財源超過額が特に大きい団体の存在を前提とすると、不交付団体を含めた地方団体
間の財政力格差の縮小のためのメカニズムを、地方税内部に入れることを考えるべき。

【税制、地方交付税及び譲与税の役割分担】



Ⅱ－② 税制、地方交付税及び譲与税それぞれの役割分担について（続き）

【地方法人特別税等に関する暫定措置法】

（検討会における主な意見）

・ 地方法人特別税・譲与税は消費税を含む税体系の抜本的な改革が行われる
までの間の暫定措置として導入されたものであり、今回の消費税率の引上げに
併せて廃止されなければならない。

・ 社会保障・税一体改革関連法による地方消費税率の引上げは、地方の社会保
障財源を確保する措置であり、「偏在性の小さい地方税体系の構築」は行われて
おらず「税制に抜本的な改革」は道半ばであり、さらに消費税・地方消費税の税率
を引き上げる段階までに地方法人課税の抜本的な改革を行い、その際に特別税
制度を廃止すべきと考えられる。

一方、次の消費税増税の機会は暫く先であり、少なくとも偏在性の小さい地方
消費税が今回充実されたことから、速やかに特別税制度を抜本的に見直すべき
ではないか。（再掲）

【税制による税源の偏在と財政力格差の是正】

（検討会における主な意見）

・ 偏在性をなくすという場合に、一つの税だけでやるかどうか。もともと税の偏在
はどうしても存在する。



Ⅱ－③ 分割基準・清算基準について

○ 複数の地方団体に事務所等を有する法人について団体間の課税権を調整するため

の地方法人課税の分割基準や、最終消費地と税収の最終的な帰属地とを一致させる

ための地方消費税の清算基準についてどう考えるか。

（検討会における主な意見）

・ 地方法人課税の分割基準は、あくまで行政サービスの受益と負担の関係の中、
あるいは税源の所在地と税収の帰属地が一致する形での基準でなければならない。
財政調整手段を組み合わせる形で分割基準を用いることは、税の論理ではなく、再
分配の論理がまざり分割基準を歪める。

・ 税の世界では筋を通すということが非常に重要であり、分割基準や清算基準に
財政調整の観点を持ち込むことは避けるべき。



Ⅱ－④ 地方共同税について

（検討会における主な意見）

・ 地方法人課税又は地方消費税の一部を、「全都道府県共通の課題のために課
す税」である地方共同税と位置付け、客観的指標により配分してはどうか。

・ 税源の所在地と税収の帰属地が一致しない地方共同税は、受益と負担の関係
を断ち切り、地方の課税自主権を自ら否定するものであり、もはや地方税とは言え
ない。

○ 地方共同税についてはどう考えるか。



税収等（県・市町村分）都道府県別比較グラフ
第11回検討会からの変更点

○ 「歳出総額」において、都道府県から市町村への各種交付金※分
（約1兆6500億円）が、都道府県と市町村の歳出に二重計上されていたこ
とから、その分を都道府県分から控除。

○ 同じく「歳出総額」において、都から特別区への特別区財政調整交付金
分（約8900億円）が、都と特別区の歳出に二重計上されていたことから、そ
の分を都分から控除。

○ 「基準財政需要額」及び「標準財政規模」において、特別区分が計上さ
れていなかったことから、その分を修正。

※ 利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交
付金、ゴルフ場利用税交付金、特別地方消費税交付金、自動車取得税交付
金、軽油引取税交付金
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地方税計 一般財源

人口一人当たりの税収等（県・市町村分合計）（平成23年度）

※いずれの数値も道府県分と市区町村分の合計額に基づくものである
※「地方税計」、「歳出総額」及び「一般財源」は平成23年度決算額。「留保財源＋財源超過額」は平成23年度普通交付税算定における標準税収入額の25%相当額に、財源超過団体（臨時財政対策債発行可能

額振替前）について財源超過額を加算した数値である
※「一般財源」は、地方税（超過課税を除く）、地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税及び臨時財政対策債発行可能の合計額
※「地方税計」は、地方法人特別譲与税の額を含み、超過課税、法定外普通税及び法定外目的税を除いたものである
※「最大／最小」は、各都道府県の人口一人当たり額の最大値を最小値で割った数値である
※人口は平成23年度末時点の住民基本台帳人口による
※平成23年度は、東日本大震災後の決算値となっており、被災県等において、歳出が通常よりも増加していることに留意。
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歳出総額

最大／最小：２．５倍
東京都のシェア １６．５％

３５．２兆円

留保財源＋財源超過額

最大／最小：３．１倍
東京都のシェア ９．５％

１００．７兆円

最大／最小：２．２倍
東京都のシェア １０．１％

６１．１兆円

最大／最小：３．１倍
東京都のシェア ２０．３％

８．０兆円
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地方税計 一般財源

税収等（県・市町村分合計）の基準財政需要額に対する比率（平成23年度）

※いずれの数値も道府県分と市区町村分の合計額である

※「地方税計」、「歳出総額」及び「一般財源」は平成23年度決算額。「留保財源＋財源超過額」は平成23年度普通交付税算定における標準税収入額の25％相当額に、財源超過団体（臨時財政対策債発行可

能額振替前）について財源超過額を加算した数値である

※基準財政需要額は、平成23年度再算定後の数値であり臨時財政対策債発行可能額を含む

※「一般財源」は、地方税（超過課税を除く）、地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税及び臨時財政対策債発行可能額の合計額

※「地方税計」は、地方法人特別譲与税の額を含み、超過課税、法定外普通税及び法定外目的税を除いたものである

※「最大／最小」は、各都道府県ごとの基準財政需要額及び臨時財政対策債発行可能額に対する各数値の割合の最大値を最小値で割った数値である

※平成23年度は、東日本大震災後の決算値となっており、被災県等において、歳出が通常よりも増加していることに留意。
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地方税計 一般財源

税収等（県・市町村分合計）の標準財政規模に対する比率（平成23年度）

※いずれの数値も道府県分と市区町村分の合計額である
※「地方税計」、「歳出総額」及び「一般財源」は平成23年度決算額。「留保財源＋財源超過額」は平成23年度普通交付税算定における標準税収入額の25％相当額に、財源超過団体（臨時財政対策債発行可

能額振替前）について財源超過額を加算した数値である
※「標準財政規模」は、平成23年度決算の数値
※「一般財源」は、地方税（超過課税を除く）、地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税及び臨時財政対策債発行可能額の合計額

※「地方税計」は、地方法人特別譲与税の額を含み、超過課税、法定外普通税及び法定外目的税を除いたものである
※「最大／最小」は、各都道府県ごとの標準財政規模に対する各数値の割合の最大値を最小値で割った数値である
※団体は、財政力指数の高い順に並べたものである。

※平成23年度は、東日本大震災後の決算値となっており、被災県等において、歳出が通常よりも増加していることに留意。
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